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事業報告書

１．法人の概要

(1)基本情報

①法人の名称

学校法人白峰学園

②主たる事務所の住所、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページアドレス等

横浜市港南区港南台４－４－５、045-833-7100、045-832-7246、http://www.yokotan.ac.jp/

(2)建学の精神

建学の精神「愛と奉仕」と教育理念

クリスチャンであった平野恒により創立された本学は、『キリスト教の「愛と奉仕」を精神の礎と

して社会に貢献する人材を育成する』ことを建学の精神としています。

この建学の精神に則り、保育科単科の本学では、『キリスト教の「愛と奉仕」の精神を育む人間教育、

教養教育によって、個々の人間性をより豊かなものとし、「保育者養成の道ひとすじに」、児童の福祉

と幼児教育に関する専門的知識と実践による技術を教育することを通じて、子どもたちの「豊かな

育ち」を支えることができる、「愛」に満ち、「人間性」と「実践力」に優れた、さらに「自己成長

力」を備えた保育者を育てる』ことを教育理念・教育目標としています。

(3)学校法人の沿革

1940 年 12 月 平野恒が横浜保姆学院を創立し、幼児教育に携わる幼稚園、保育所の保母養成所と

して発足。

1945 年 5 月 戦災にあい休校。

1947 年 4 月 仮校舎にて再開。

1948 年 5 月 横浜市南区平楽に校舎を新築。

1948 年 12 月 児童福祉法に基づく厚生大臣指定の保母養成校となり神奈川県の委託校になる。

1949 年 4 月 横浜保育専門学院と改称。

1962 年 9 月 横浜市南区中村町 4丁目に移転。

1966 年 1 月 学校法人白峰学園設立。横浜女子短期大学設置認可。平野恒理事長就任。

4 月 平野恒学長就任。

1970 年 4 月 横浜市磯子区洋光台 3 丁目に横浜女子短期大学附属幼稚園開設。

1976 年 7 月 横浜市港南区港南台 9 丁目に運動場開設。

1979 年 4 月 横浜市港南区港南台 4 丁目に新校舎を建設し移転。

1980 年 3 月 体育館落成。

1983 年 3 月 講堂落成。白峰学園横浜女子短期大学保育センター開設。

1987 年 10 月 新図書館落成。

1996 年 10 月 横浜女子短期大学 55 周年記念式典挙行。

1998 年 1 月 創立者・平野恒理事長・学長逝去。平野建次理事長就任。

1998 年 2 月 平野建次学長就任。

2019 年 1 月 平野建次理事長・学長逝去。平野成輔理事長就任。佐藤寛之学長就任。

(4)設置する学校・学部・学科等

保育科

(5)学校・学部・学科等の学生数の状況

(２０２５年５月１日現在)
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(6)収容定員充足率

(毎年度５月１日現在)

(7)役員の概要

理事 定員５〜７名

監事 定員２名

(8)評議員の概要

評議員 定員６〜８名

(9)会計監査人の概要

会計監査人 定員１名

(10)理事選任機関の概要

この法人の理事選任機関は評議員会、構成員は全ての評議員とする。

(11)教職員の概要
短期大学 本務教職員１９名・平均年齢５８.６歳

兼務教職員２６名・平均年齢５４.９歳
附属幼稚園 本務教職員 ７名・平均年齢３５.４歳

兼務教職員 ５名・平均年齢５５.２歳

(12)その他

系列校の状況

・横浜女子短期大学附属幼稚園 所在地 横浜市磯子区洋光台３－３－３０
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２．事業の概要

(1)主な教育・研究の概要

・「学習成果」、｢卒業認定・学位授与の方針｣、｢教育課程の編成・実施の方針｣、｢入学者の受け

入れ方針｣

学習成果：「本学保育科の２年間の学びで獲得可能なもの」

◇ 育まれる資質・能力

Ⅰ．人としての基本的資質・能力

Ⅰ-1 人としての基礎的資質

① 人を愛する心

② 奉仕の心

③ 自尊・自律の心

Ⅰ-2 社会人としての基礎力

① 知識・技能とそれを活かす思考力

② 人と連携・協働する力

③ 主体的に学びに向かう力

Ⅱ．保育者となるために必要な基礎的資質・能力

Ⅱ-① 教育愛・使命感

Ⅱ-② 保育者としての社会的スキル

Ⅱ-③ 乳幼児の理解とクラス・グループの運営力

Ⅱ-④ 保育内容とその指導力

◇ 認証される成果

所定の単位を修得し、以上の資質・能力の基礎を身につけることにより得られるもの

● 短期大学士（保育学）の学位取得

● 保育士証・幼稚園教諭二種免許状の取得

卒業認定・学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー

本学保育科で２年以上（４年以内）学修し、学則に定める所定の単位を修得し、上記「学習成果」

として「育まれる資質・能力」の基礎が身についた者に「短期大学士（保育学）」の学位を授与し

ます。あわせて、必要な単位を修得し、特に学習成果の「保育者となるために必要な基礎的資質・

能力」を身につけることにより、保育士証と幼稚園教諭二種免許状を取得することができます。

教育課程の編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー

学習成果として「育まれる資質・能力」の基礎を広く多面的に育成するため、学則の規定により

所定の単位数を割り当てた教科目を、大きく「教養科目」と「専門教育科目」の２領域に分けて設置

しています。

◆「教養科目」は、主として、学習成果として「育まれる資質・能力」のうち、特に「人としての

基本的資質・能力」の育成に資する教科目です。

なお、本学独自の科目として、建学の精神である「愛と奉仕」の精神を根本から説き伝える「キリ

スト教の精神」Ⅰ・Ⅱ（１年次・２年次通年）、並びに、本学保育科の全教科目の学びの基礎となり、

きめ細かな学習支援やキャリア支援を行う、少人数制・ゼミ科目の「教養演習」（１年次通年）〔2025

年度入学生用の教育課程では、「教養ゼミＡ」と「教養ゼミＢ」に科目を分割〕、「保育総合演習」

（２年次通年）を設置しています。

◆「専門教育科目」は、主として、学習成果として「育まれる資質・能力」のうち、特に「保育者と

なるために必要な基礎的資質・能力」の育成に資する教科目です。

なお、本学では、保育実践の基礎となる音楽表現の基礎技能を育てる「保育環境構成技術(音楽)」

Ⅰ・Ⅱや、グループでの保育表現の演習活動を展開する「保育内容研究」を設置しています。また、

保育士養成科目の「保育内容の理解と方法」に関する教科目においては、「子どもの生活と遊び」

Ⅰ～Ⅲを設置しています。
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さらに、「保育・教職実践演習(幼稚園)」に関しては、全専任教員（現場経験者を含む）と現場に

立つ保育者の指導により、学生各自が今までの保育に関する学びを振り返りつつ、自分の学びを全面

的に見直し、深化させ、実践力を高められるよう、学びの統合・総合化が図れるカリキュラム構成と

しています。

◆なお、以上の所定の教科目の履修に加えて、２年間の行事、日常生活、課外活動の全般を通じて、

学習成果として「育まれる資質・能力」の基礎を育む支援をしていくことも、本学の広義の教育課程

と位置づけています。

入学者の受け入れ方針：アドミッション・ポリシー

学習成果として「育まれる資質・能力」にある通り、人を大切にし、社会に寄与する「愛と奉仕」

の精神を基盤とした教育愛や使命感・責任感のある保育者を志し、本学保育科での学修を達成する

ために必要な基礎的知識・技能とそれを活用しうる思考力を備え、生涯にわたって主体的に多様な

人々と協働して学び続けていく諸特性を備えた人物を求めています。

「本学が求める人物像」は

●保育者をめざす強い目的意識をもっている

●他者を理解し思いやる心をもっている

●自ら主体的に学びに向かう力をもっている

●保育者にふさわしい以下のような人柄･能力をもっている

●明朗さ ●社会性 ●協調性 ●奉仕の心

●マナーを含めた社会常識 ●自己表現力 ●国語力(特に文章表現力)

このように、心豊かで、社会性のある、コミュニケーション能力に優れた人に、ぜひ入学してもら

いたいと願っています。

具体的に高校までに習得すべき内容等として、保育・幼児教育に携わる保育者になるということか

ら当たり前のことと思いますが、

●コミュニケーションの基本である「挨拶」ができること

●社会的規範・ルールを順守することができるといったことも含めた「社会常識」を有していること

●自律的に心身の健康を維持する生活をおくっていること

を挙げておきます。

将来保育者として、子どもと関わるためにできるだけたくさんの知的な引き出しを用意しておくこ

とも大切です。

そのために、本学に入学してからも多くのことを学びますが、高校での学習の段階においても、

3 年間を通じて、特定の教科に限定することなく、幅広く、全教科に渡って、しっかり学習に取り組

んでいることが大切になります。

また、保育士資格や幼稚園教諭二種免許状の取得要件となる科目を全て学習していく必要がある

ことからも、苦手な科目にも取り組もうとする基本的な学習姿勢、学習意欲を持っていることが重要

になります。

そして、「本学が求める人物像」の項目にも掲げましたが、「国語力」は保育者にとって特に大切な

能力です。

保育の現場では、日誌など種々の記録・書類を作成し、連絡帳を書き、クラス便り等を発行する

ことが日常的仕事に含まれていますし、実習でも日誌記録作成等は必須です。

このようなことから、現代国語、現代文に関連する科目の習熟度は概ね平均的水準以上であること

が要件となります。（余裕がある人は、入学までに、漢字検定の少なくとも準 2 級、できれば 2 級の

取得が望ましいでしょう。）
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・研究活動について

本学は、保育科単科の短期大学であり、先に記載した、「建学の精神」の実現と、各学生が「学習

成果」を獲得できるように、教育に関する３つの方針を踏まえ、本学の教員には、研究費の支給を

行ない、保育学、保育実践、保育技術、保育者養成教育に関連する研究分野を中心に研究を進めるこ

とを希求し、研究・紀要編集委員会を組織して、２０２５年度も、学内研究発表会を開催、横浜女子

短期大学研究紀要を刊行した。

本学教職員は、研究会を組織し、ＦＤ・ＳＤ活動とも連動させ、協同での研究活動にも取り組み、

本学研究紀要への投稿の他、保育学会を中心に、研究発表活動、学会誌等への研究論文の投稿、発表

等を行なった。

(2)中期的な計画（教学･人事・施設・財務等）及び事業計画の進捗・達成状況

◆中期的な計画

【教学】

短期大学は２０２６年度以降の入学生募集を停止した後も、２０２５年度の入学生を含めた全ての

在学生が卒業できるよう教育を行う体制を維持している。募集停止前に策定した中期計画（２０２３

～２０２７年度）に沿って、２０２４年度より短期大学の１時限あたりの授業時間を９０分から１０

０分に変更しており、２０２５年度も継続して１００分授業を実施した。１時限あたりの授業時間を

増やすことで、対話型、問題発見・解決型授業を行いやすくなり、一方で授業回数は減り学事日程に

余裕が出てくるため、授業以外の教育活動の充実を図り、在学生の満足度向上につなげている。さら

に、２０２５年度入学生については、コース制を導入し、従来の保育科同様に、保育士資格及び幼稚

園教諭二種免許状の取得を目指す「本科 幼保こども学コース（２年課程）」の他に、長期履修制度

の「本科 幼保こども学コース（３年課程）」と、保育士資格取得を目指す「専科 保育士養成コー

ス（２年課程）」、幼稚園教諭二種免許状取得を目指す「専科 幼稚園教諭養成コース（２年課程）」

を設け、入学者の希望に応じた資格取得教育を実施することとした。

【人事】

学生募集を停止した短期大学では、全ての在学生の修学機会を確保し卒業を可能とする教育体制を

維持することを最重要課題としている。このため必要な短大教職員を確保する観点から、本学の教育

課程と学生をよく理解している定年退職者の再雇用も、出勤体制や賃金等の労働条件を本人と相談の

うえ行っている。2025 年度は 3 月末で定年退職する教員 1 名の再雇用（2026 年 4 月 1 日付）を決め

た。附属幼稚園では、2025 年 4 月 1 日付で専任教諭として 20 歳代の経験者 1 名が入職。また専任教

諭 1 名（在職 6 年）が年度末に自己都合で退職（2026 年 3 月 31 日付、4 月以降も契約職員として勤

務）した。2026 年度からの施設型給付園移行に伴う幼稚園事務の業務量増加に対応するため、2025

年度は短大事務職員 1 名を幼稚園の専任職員として異動（2026 年 4 月 1 日付）することを決めた。

【施設整備】

施設設備については、良好な教育環境と安全性を維持するため、保守点検等を踏まえ、毎年度作成

する単年度の事業計画に沿った各種の更新・改修工事や緊急対応工事等を行っている。2025 年度は、

図書館システムのハードウェア更新、本館西側の高圧引き込みケーブル補修工事、本館と講堂の消防

用設備不具合箇所の改修、中央監視盤警報補修工事などを実施した。

【財務】

2025 年度は短期大学の入学者数激減で学生生徒等納付金収入が大幅に減少するとともに、2026 年

度以降の学生募集停止で前受金収入もなくなり教育活動収入の減少が顕著となった。短大部門の落ち

込みを受け法人全体の経常収支も支出超過の状態が続き、財務状況は一段と厳しさを増している。

ただ、2025 年度は学校廃止まで短期大学の運営を維持する資金の確保を目的に、グラウンド（横浜

市港南区港南台 9 丁目、3,872 ㎡）を売却。特別収入として資産売却差額 29 億 8,394 万円を計上し

たため、事業活動収支差額（基本金組入前当年度収支差額）は 25 億 9025 万円の収入超過となった。
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◆２０２５年度における事業の進捗・達成状況

文部科学省の指導の下、２０２５年度までの近年の入学者数の減少に歯止めがかからない状況に

鑑み、当学園理事会は２０２６年度以降の学生募集の停止を決定した。この決定を踏まえて修正した

経営改善計画に沿い、２０２５年度は、本学の建学の精神に基づきつつ、さらには、文部科学省より

の指導、意見等、また、２０２３（令和５）年度に実施された大学・短期大学基準協会による認証評

価に係る評価・意見、評議員会、監事よりの提言も受け、２０２５年度の具体的な事業計画を決定し、

教職員一丸となって教育事業の改善を進めることとした。年度の開始にあたっては、教職員の間で、

情報、危機意識の共有、意思統一、協力態勢の強化を図るために、理事長、学長による今後の本学の

取り組みに関する説明会、全体会を開催し、教職員の結束、協力の呼びかけを行なった（これは、

２０１９年度に開始し、以降定例化させているものである）。

２０２５年度の学生募集事業については、２０２５年２月の理事会決定にもとづき停止した。

その結果、２０２５年度末時点で、２学年卒業により、在籍者数は３１名（３年課程１０名、委託

訓練生２名を含む）となった。

教育事業については、２０２５年度は、２０２４年度に引き続き、時代の求めに対応した教育内容

の実現、入学者の特性に沿い、ニーズに対応できる短期大学教育を実現していくために、各学生のニ

ーズに対応した教育と、行事の単位化、キャリア教育及びキャリア支援の単位化を実現させる方針に

沿い（方針設定７年目）、教育内容の改善をさらに推し進めた。実習教育は、教育実習、保育実習と

もに、計画に沿いつつ、必要に応じて個別に日程調整等を行うことで遂行した。

２０２５年度入学生は、新しい教育課程に基づき、教育を実施した。

また、専門教科の授業で白峰保育園、中村愛児園と交流する実践学習を実施した。

学校行事に関しては、２０２３年度から開始した学園祭『よこフェス』など、新たな行事の導入に伴

い、２０２３年度から中止していた１学年の「秋季特別研修」を復活させた。学生生活満足度、学生

生活、および本学の魅力度アップとして２０２３年度より始めた学園祭『よこフェス』に関しては、

小百合同窓会、前年度イベント活動を行った卒業生、教職員も協力して実施された。総入場者数は約

300～400 名（前年度より若干減少）であった。

教育支援事業の一つである本学独自の奨学金事業（平野恒奨学金）については、平野恒給付奨学金

の給付額を前年度まで１０万円であったものを１２万円に増額した。さらに、本学が国の高等教育の

修学支援新制度の対象外とされたことを受け、平野恒奨学金の制度を活用し、多子世帯用の緊急給付

奨学金の支給の仕組みを作って、部分的な補完を行なった。心理相談室については、しらかばこども

家庭支援ステーションとの提携により相談機能の強化を図った。

さらに、地域貢献事業として、保育センターでは、キャリアップ研修を核に事業を展開した(保育

センター事業の継続については、２０２６年度までが限界である)。公開講座としては、体操教室を

実施した。また、地域の乳幼児とその保護者を対象に、子どもの年齢に対応した 2タイプのよこたん

パーク事業（未就園児を対象とした「ひだまり」と、幼児を主な対象とした「わくわくランド」）を

実施した。そのうち、よこたんパークわくわくランドについては、本学の授業（子どもの生活と遊び

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）の一環として実施し、履修学生の実践力向上にもつながるものになっている。図書館の

附属幼稚園関係者による利用も行い、また、姉妹法人の白峰保育園などからの施設利用希望にも柔軟

に応じるようにした。

２０２５年度も、前年度に引き続き、保育人材の確保に向けての、横浜市、神奈川県行政、横浜市

の幼稚園団体、保育園団体、神奈川県の保育園団体との連携に関する動きがあり、話し合い、意見交

換等の機会には、学長や関係教職員が参加した。
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(3)その他

学事の実施等に関する概要等

《横浜女子短期大学》

月 日（曜日） 学年 事 項

２０２５年

４月

１日（火） ２ オリエンテーション

２日（水） １ 入学式

３日(木)・４日(金) １ オリエンテーション

７日（月）

１
午前 よこたんスタートアッププログラム（聖書配布）

午後 新入生歓迎会

２
午前 授業

午後 新入生歓迎会

８日（火） １ 授業開始

９日（水） ２･１ 健康診断

１７日(木)～ ２ 保育実習Ⅰ（施設）開始

５月 15日(木)・16日(金) １ １日実習

２４日（土） ２ よこたんパーク

６月
２日(月)～23日(月) ２

教育実習（２年次）（実習指定園に配属･１５日間）

（予備日含む）

４日（水） １ 施設見学

７月 ５日（土） ２ よこたんパーク

２８日（月） ２･１ 終業集会

28日(月)～30日(水) １ 定期試験・補講・ピアノ課題発表

31日(木)～9月24日(水) １ 夏季休業

８月 ４日(月)・５日(火) ２ 定期試験・補講

5日(火)～9月25日(木) ２ 夏季休業

22日(金)・25日(月) ２･１ 前期臨時試験

２８日（木） ２ 実習オリエンテーション

２９日（金） ２･１ おもちゃインストラクター養成講座

９月 １日（月） １ 実習オリエンテーション

１日(月)～19日(金) ２ 保育実習Ⅱ・保育実習Ⅲ（予備日含む）

４日(木)～22日(月) １ 教育実習（１年次）（予備日含む）

２５日（木） ２･１ 後期始業集会

１０月 24日(金)・25日(土) ２･１ 学園祭準備

２６日（日） ２･１ 学園祭

２７日（月） ２･１ 学園祭振替休日

３０日（木）
２ 特別研修 １日目 ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ研修(ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰﾎﾃﾙ)

１ 特別研修 １日目 はまぎん こども宇宙科学館

３１日（金）
２ 特別研修 ２日目 自宅研修

１ 特別研修 ２日目 学内研修

１２月 ６日（土） ２ 「保育の日」

１０日（水） １ 附属幼稚園クリスマス（於：本学講堂）

11日(木)・12日(金) ２ 看護学校との合同授業

２０日（土） ２ よこたんパーク

２２日（月） ２･１ クリスマス集会（クリスマス礼拝・祝回）

１２月２４日(水)～１月６日(火) ２･１ 冬季休業

２０２６年

１月

７日（水） ２･１ 新年集会

２０日（火） ２･１ 実習報告会

２８日（水） ２･１ 保育内容研究発表会
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29日(木)～2月4日(水) ２･１ 定期試験・補講・ピアノ課題発表

２月 ５日(木)・６日(金) ２ 乳幼児応急手当認定資格

６日（金） １ 実習オリエンテーション

９日（月） ２･１ 食育インストラクター集中講座

12日(木)～26日(木) １ 保育実習Ⅰ（保育園）（県内保育所に配属・１２日間）

20日(金)・24日(火) ２ 後期臨時試験

３月 １３日（金） ２ 卒業式【卒業生・教職員(非常勤含む)・父母等参加】

16日(月)・17日(火) １ 後期臨時試験

18日(水)～31日(火) １ 春季休業

《実習に関する連絡会議の開催》

１１月１８日（火） ２学年配属の児童福祉施設に対する保育実習連絡懇談会（学内で開催）

１１月２０日（木） ２学年配属の幼稚園に対する教育実習連絡懇談会(学内で開催)

《学生募集対策》
学生募集停止に伴い実施せず

《入学試験》
学生募集停止に伴い実施せず

《横浜女子短期大学保育センター事業》
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市からの補助金および横浜女子短期大学負担金に
よる研修・研究事業【一部の研修をオンライン(zoom)で開催】

《地域貢献事業》
１）講演会等、協力会・同窓会との共催による文化事業の開催は実施せず
２）公開講座 「おもちゃインストラクター養成講座」対象：一般
３）よこたんパーク 対象：幼児、

よこたんパークひだまりルーム 対象：未就園児
４）体操教室 対象：地域の一般社会人 於：本学体育館

火曜日午前中、前期１０回、後期１０回

《施設整備事業》
図書館システムハードウェア更新 ２,６７３,０００円
本館西側高圧引き込みケーブル補修工事 １,９８０,０００円
消防用設備不具合改修工事（本館･講堂） １,７４３,５００円
中央監視盤警報補修工事（誤作動･ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換） ４９８,００３円

計 ６,８９４,５０３円
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◎2025 年度に実施した教育事業の概要・集約表

Ⅰ．社会的状況に対応し、魅力ある実践力を高める教育活動に関する取組

Ⅱ．学生の現状を踏まえた学生生活支援・行事の展開 Ⅲ．地域貢献

※短期大学としての広報活動継続(学生募集事業については、2026 年度以降の学生募集停止決定により、事業の柱から除外)

1.メディア（媒体）

（情報発信）

(a)ニュースレターの発行

(b)ホームページ

(c)SNS（TikTok、Instagram、 LINE、X）、YouTube動画による情報発信は一部継続

(d)駅看板、掲示板による地域への情報発信

Ⅰ．教育活動に関する取組：「共にある教育」「主体性・自主性・意欲が高まる教育・生き生きした学び」「実践力が高まる教

育」の実現

2.教育課程① (a)社会の動向に対応して、社会の変化に対応できる知識・技能、学習能力を育成する教育の実施

（1・２年）

(b)ディプロマポリシー、学習成果の達成を図る総合的な教育の実施。ゼミを組み込み、卒業必修

とした教養科目を中心に行事とキャリア教育を実施。ディプロマポリシーと各科目の関係、カ

リキュラムマップの提示

(c)学事に余裕・柔軟性を生む 100 分授業の実施と 100 分授業実施にあわせた授業方法の継続的改

善の取組み

(d)学修全般に対する学生の主体性・自主性、意欲の向上を、教養、専門教育、学生生活全体を通

して推進

(e)保育分野の実践、生活に繋がり、学生がより興味を持てる授業の実施（科目間総合性と学習意

欲の強化）

(f)実務経験者の非常勤講師登用、保育現場の協力を得て行なう専門教育、教養教育内容の拡充

((d)と連動)

(g)教育技能、学生生活支援力の向上（FD、SD研修による強化・育成）

2.教育課程② (a)2025 年度入学生より、保育科にコース制を導入、あわせて、新たな教育課程に移行

「本科 幼保子ども学コース」2年課程：幼稚園教諭二種免許状、保育士資格取得

「本科 幼保子ども学コース」3年課程：幼稚園教諭二種免許状、保育士資格取得

「専科 保育士養成コース」2年制：保育士資格取得（神奈川県の委託訓練生の受入れ含む）

3.実習・実習指導 (a)実習教育用の本学専用テキストを改定（加除式化）（実習の全体像理解の強化）

(b)一部実習の配属先希望への対応、実習前の個別相談指導の充実

4.資格取得 (a)保育士資格、幼稚園教諭二種免許状、社会福祉主事任用資格に加え、希望者を対象に講座開

講、乳幼児応急手当認定資格、おもちゃインストラクター認定資格、食育インストラクター３

級資格取得可能（研修実施）、

新課程で、准学校心理士（学校心理士受験に必要な実務経験を短縮するための資格）の資格取

得を追加

Ⅱ．学生生活支援・行事改革と単位化：「願いと心に寄添う教育支援」の強化と「自主性・意欲が高まる行事を通しての教

育」の実現

5.相談支援体制 (a)保健室、心理相談室（しらかばこども家庭支援ステーションとの提携による相談機能の強

化）、キャリア支援・学生課、教学課、教養演習・保育総合演習（ホームゼミ）担当

6.本学独自の奨学金制度

による修学支援と、高等

教育の修学支援新制度の

一部への補完的対応

(a)平野恒給付奨学金（12万円給付）の募集選考

(b)緊急給付奨学金：給付額 400,000円（本科 3年課程）／500,000円（本科 2年課程）

(c)高等教育の修学支援新制度の内、2025年度より全多子世帯を対象とする学費等の減免処置に

対応するため、緊急給付奨学金の仕組みを活用して、希望する者に対して相当額の補完的給付

を実施

7.キャリア教育・キャリ

ア支援（Ⅰ-4 も連動）、

学生生活支援

(a)キャリア教育の 1 年教養ゼミ、2 年保育総合演習への組込み：キャリア支援・学生課と専任教

員との協働支援

(b)ホームゼミ担当の役割強化、ホームゼミ担当の個別相談を基本に、ニーズに沿ったキャリア支

援・学生課による個人面談、個別相談支援（Ⅰ-2①②と連動）

(c)求人票のデジタル化（Phollyで自宅でも、通学時でも、随時的に閲覧可能）

(d)クラブ活動活性化の取組、１・2学年の交流できる機会の拡充

8.学生がより楽しめる行

事へ・行事の完全単位化

(a)学園祭の実施と実施に向けてのガイド・支援強化

(b)2年特別研修：保育総合演習で、専門ゼミ、学内研修及び学外研修活動の実施。１年秋季特別

研修：教養ゼミで、専門ゼミ、学内研修及び学外研修活動の実施。

(c)入学式、月例集会、礼拝等を含めた行事の単位化

Ⅲ．地域貢献：保育センター事業等

9.地域貢献 (a)対面でのキャリアアップ研修を中心とした保育センター研修事業の実施

(b)公開講座としては、体操教室のみ実施

(c)地域貢献、子育て支援事業として、よこたんパークを実施、大学掲示板等の設置による近隣へ

の情報発信強化



10

《横浜女子短期大学附属幼稚園》

《園児在籍状況》

当初在籍数 期末在籍数
附 記

男 児 女 児 計 男 児 女 児 計

満３歳児 ３ ２ ５ 入園 ５名

年少組 １０ １７ ２７ １３ １７ ３０ 入園 ４名

年中組 ６ １３ １９ ６ １５ ２１ 入園 ２名

年長組 １４ ２１ ３５ １５ ２１ ３６ 入園 ２名

計 ３０ ５１ ８１ ３７ ５５ ９２
１３名

（途中入園含む）

＊ 途中入園者 １３名（満３歳 ５名・年少児 ４名・年中児 ２名・年長児 ２名）

《職員構成・クラス編成》

園 長 １名 ・ 教 諭 ６名 講 師 ３ 名 絵画・体育・英語

満３歳児 １ ク ラ ス 教 諭 １ 名 嘱託医 ２ 名 小児科・歯科

年少組 ２ ク ラ ス 教 諭 ２ 名 薬剤師

年中組 １ ク ラ ス 教 諭 １ 名 栄養士 １ 名

年長組 ２ ク ラ ス 教 諭 ２ 名

《年間保育日程及び行事》

月 日 （曜日） 行 事

2025 年４月 ８日（火） 保育始業 進級 年長 35 名・年中 18 名・年少 9 名

１１日（金）
入園式 新入園 19 名（年少児 18 名･年中児 1名）

保護者等出席（保護者 57 名）

２８日（月） 遠足 於：新江の島水族館（園児 80 名・保護者 75 名）

５月 ２日（金） こどもの日祝会

２１日（水） 父母の会総会（参加 37 名）

26 日(月)27 日(火) 年中組保護者個人面談（参加 19 名）

29 日(木) 年長組・年少組保護者個人面談（参加 63 名）

６月 ４日（水） 花の日集会（小学校・園医・交番・消防署に慰問）

５日（木） 尿検診（短大 渡邊先生）

９日（月） 歯科検診

１１日（水） 交通安全(磯子警察・磯子区役所・洋光台交通安全母と父の会協力)

１２日（木） 内科検診

16 日(月)19 日(木) 保育参観（参加 88 名）

２３日（月） 親子食事会（給食の試食）（19 組）

７月 １日（火)２日（水) 個人面談(希望者)(年長組 1 名･年中組 1 名･年少組 2名）

７日（月） 七夕まつり集会

１０日（木） 父母の会講演会

１５日（火） 人形劇の観劇会（保護者 8 名･弟妹 8 名参加）

１７日（木） １学期保育終了 夏休み《7月 18 日(金)～8 月 31 日(日）》

２２日（火） ８月誕生会（夏期保育）

２３日（水） 夏祭り（夏期保育）(保護者参加)

２５日（金） 卒園生同窓会（小学生のみ 参加児童 93 名）
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月 日 （曜日） 行 事

９月 １日（月） ２学期保育開始

１０月 ５日（日） 運動会（於:洋光台第三小学校）（保護者他 215 名参加）

１５日（水）
2026 年度入園希望者説明見学会

(参加 16 名 内 3 年保育 15 名)

１６日（木） さつまいも掘り（年長組）

２２日（水） 横浜ＤeＮＡ ふれあい野球訪問（年長組・年中組参加）

１１月
１日（土）

2026 年度入園受付及び入園面接

（3 年保育 15 名・2 年保育 1 名）

７日（金） 感謝祭（保護者 148 名・祖父母 26 名）

１７日（月） 洋光台消防署による避難訓練

１７日（月） 保護者個人面談（希望者）（年中組 1名・年少組 7名・満 3歳 0名）

１８日（火） 保護者個人面談（希望者）（年長組 5 名）

１９日（水）
一日動物村 （於：附属幼稚園々庭）

前半：園児対象 後半：地域の幼児も参加

２１日（金） 歯科検診

１２月 １０日（水）
クリスマス礼拝・祝会（保護者他参加 147 名）

於:横浜女子短期大学講堂

１５日（月） クリスマスパーティー

１７日（水） もちつき

１８日（木）
２学期保育終了

冬休み《12 月 19 日(金)～2026 年 1 月 7 日(水)》

2026 年１月 ８日（木） ３学期保育開始

２８日（水）
横浜女子短期大学２学年「保育内容研究発表会」

年長組参加 於：横浜女子短期大学講堂

２月 ３日（火） 節分（豆まき）

１０日（火） ふたばクラス・満 3 歳児保育説明見学会（参加 21 名）

１８日（水） 親子の集い（保護者参加 88 名）

24 日(火)26 日(木)27 日(金)
全園児個人面談(年長組 36 名･年中組 21 名･年少 30 名･満 3 歳 5

名)

３月 ３日（火） ひなまつり集会

４日（水） 年長組お別れ遠足（八景島シーパラダイス）

５日（木） 父母の会総会（書面にて）

９日（月） お別れ会

１４日（土）
卒園式（卒園 36 名）

保護者出席（父母 70 名・祖父母 10 名）

１７日（火） ３学期保育終了

《毎月の行事》

１）身体測定 ６月・９月・１月

２）避難訓練 第４週（月曜日）

３）誕 生 会 第４週（水曜日）
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《特別指導》

１）英語指導 （年中・年長組） 毎週火曜日 アンネッカ・長尾 講師

２）絵画指導 （満３歳・年少・年中・年長組） 毎週木曜日 狩野 香 講師

３）体育指導 （年中・年長組） 毎週金曜日 梅澤 勇人 講師

（バディー体操教室）

《その他の活動》

・ふたばクラス（未就園児のための親子クラス）

前期 全１４回（５月～１０月） 後期 全１３回（１１月～３月）※後期から母子分離

・のびのびクラス（１４：００～１８：００、水曜日は１１：３０～１８：００）

長期休み中の預かり保育は教育時間から１８：００で仕事を持つ保護者の園児のみ

・父母の会の活動

総会開催 年２回

父母の会講演会「足の成長への靴選びについて」

・キッズパークふぞく

４月２２日（参加 6組）、６月１２日（参加 16 組）、１０月９日（参加 14 組）

２月１９日（参加 19 組）

《横浜女子短期大学実習生受入》

１学年 １日実習 ５月１５日～ ５月１６日 計 ２９名

〃 ９月実習 ９月 ４日～ ９月１８日 (１０日間) ３名

９月４日 ～ ９月 ５日 (２日間) （卒園生 東海大学） １名

２学年 ６月実習 ６月 ３日～ ６月２３日 (１５日間) ３名

《職員研修》 ５月１４日 第１回教員研修会 ６名

６月 ４日 磯子区幼稚園新任歓迎会・全体研修会 ２名

６月１０日 幼保小園長・校長会 １名

６月１７日 幼保小担当者交流会 １名

８月２２日 横浜市幼稚園大会 ６名

１０月 ７日 幼保小担当者交流会 １名

１０月２９日 幼保小連携研修会 １名

１１月１２日 磯子区全体研修会 ５名

２０２６年１月２１・２４日 横浜市幼稚園教育研究大会分科会 ６名

１月２７日 幼保小園長・校長会 １名

３月 ６日 神奈川県私立幼稚園教育振興連盟研修会 １名

《磯子区園長会》

４月２４日・６月５日・７月１０日・９月８日・９月１６日・１０月２７日・

１１月２７日・２０２６年 1月１６日・２月２５日

９月１１日 未就園児対象イベント（磯子区園長会主催）
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《学校運営協議会》

横浜市立洋光台第一中学校、洋光台第一小学校、洋光台第三小学校が運営する協議会の委員の

依頼があり、会議や授業参観、学校行事に参加する。

６月５日・１０月２３日・２月１９日

《大学行事協力》

４月２５日 １学年１日実習オリエンテーション １名

７月２２日 就職ガイダンス １名

１１月２０日 実習園懇談会 １名

《磯子区研究委員会》

横浜市幼稚園協会磯子支部として区内１１園の園から各１名の委員を選出し、年間約６回～１０

回の研究委員会を開催している。保育に関する専門的で身近な研究をはじめ、職員の資質向上を

目的とした磯子区全体の研修会を計画・実行することを主な活動としている。

３年に１回、毎年１月に開催される横浜市幼稚園教育研究大会において、研究の成果を発表し

横浜市の幼児教育の水準を引き上げるための保育技術を磨く場となっている。

５月７日、６月１１日、７月１６日、１０月１５日、３月１１日

《永年勤続表彰》

横浜市幼稚園協会主催

５年表彰 石川 里香子 教諭
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２０２５年度４月の新入園児数は２７名で、在籍園児数８１名のスタートとなった。

年長組が２クラス３５名で、年少組も在園児の弟妹が９名と多く、４月の総園児数は前年度より９名

上回った。年度を通じて見ると、満３歳児の入園は５名であったが、他の学年の途中入園が８名とな

り、３月に在園児数は９２名に増えた。

２０２５年度から、絵画指導の講師が幼稚園教諭経験者であることを生かして、ふたばクラス（未

就園児クラス）と預かり保育を週２回担当することになった。担当者を増やすことでふたばクラスと

預かり保育の取り組みを強化した。ふたばクラスでは、カリキュラムの充実とともに、未就園児や保

護者への細かな配慮も必要となる。

預かり保育の利用に関して見ると、保護者の意識も変化しており、フルタイムで働く母親は２名で

あるが、入園と同時にパートタイムで仕事を始める母親が年々増えている。年間利用者の延べ人数は

前年度の２，１４４名から２，４４８名と３０４名増え、月６４時間以上の労働で受けられる２号認

定の対象者も前年度の１０名から１８名に増えた。

一日平均の利用者数は１４名となっている。夏休み等長期の休み期間中の利用も設定日には必ず利用

者があり、母親もこれまでの「子育て中心」から「仕事をして社会とつながりを持つ」というスタイ

ルに変わり、そうした方向に一般的な意識も移行してきたことが伺える。

ふたばクラスはスタート時より申し込み１４名で、在園児の弟妹も２名と少なめであったが、参加

者は全員（転勤した２名除く）が入園につながった。２０２６年度は、申し込みを増やすよう広報活

動に力を入れていく。

入園希望者の増加を図る方策の一環で、２０２１年度から始めた「キッズパークふぞく」（園舎の

ホールや園庭を開放）は、２０２５年度も年４回実施した。未就園児と保護者に附属幼稚園の存在を

知ってもらうこと、幼稚園の充実した遊具で遊ぶ楽しさを知り、「また幼稚園に行きたい」と思って

もらえるよう努めている。近隣へのポスターでの告知やホームページによる早めの情報発信で参加親

子が増えるとの手応えを感じているので、早期広報を心掛けていきたい。

ホームページは、内容の更新作業を当園で行える体制に改善した。これまでは外部依頼していたた

め、更新されるまで一定の時間がかかり料金も発生していた。自園で更新することで最新の情報を発

信でき、一般に向け園をアピールする重要な広報手段になるとともに、在園児の保護者ニーズへの対

応の向上にもつながる。

２０２５年度は、２０２６年度から子ども・子育て支援制度に基づく横浜市の施設型給付幼稚園に

移行するための準備を順次進めた。９月に横浜市の指導を受け重要事項説明書を作成し、１０月に

在園児の保護者と新入園児の保護者に向け施設型給付園移行に関しての説明等を行い、同意をいただ

き、１２月に当法人から横浜市に申請書類一式を提出。

２０２６年４月から予定通り施設型給付幼稚園に移行した。
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《保育センター》

2025年度 白峰学園横浜女子短期大学保育センター研修事業実績

受講状況
定員

日数 延定員 申込者数
延申込
者数

実参加

者数

延参加
者数

研修名 公立 私立 計

1 乳児保育講座 150 5 750 44 284 328 1,640 146 654

2 幼児教育講座 150 5 750 34 226 260 1,300 146 693

3 障害児保育講座 150 5 750 33 268 301 1,505 149 721

4 食育・アレルギー対応講座 150 5 750 15 256 271 1,355 147 702

5 保健衛生・安全対策講座 150 5 750 13 238 251 1,255 144 677

6

保護者支援・子育て支援講座 150 5 750 34 258 292 1,460 146 669

カウンセリングを活かした

保護者対応講座Ⅰ
48 5 240 10 66 76 380 45 220

カウンセリングを活かした

保護者対応講座Ⅱ
48 5 240 18 57 75 375 41 191

7 マネジメント講座 150 5 750 30 146 176 880 143 669

乳幼児救急法研修① 50 2 100 16 37 53 106 50 100

乳幼児救急法研修② 50 2 100 14 30 44 88 39 77

乳幼児救急法研修③ 50 2 100 16 26 42 84 41 81

乳幼児救急法研修

けがの手当て訓練コース①
20 1 20 8 10 18 18 17 17

乳幼児救急法研修

けがの手当て訓練コース②
20 1 20 8 10 18 18 15 15

計 1,336 53 6,070 293 1,912 2,205 10,464 1,269 5,486

2025 年度は、これまで研修会場として使用してきた講堂が空調設備を始めとした大規模修繕の

必要な状態となってきたことなどから、講堂ホールで実施していた研修を全て本館教室（合同教室）

に会場を移して実施することとなった。そのため、研修実施日数（回数）は前年度と同じ 53 日

（回数）ながらも、受講定員を大幅に縮小（前年度の「定員 2,186 名、延定員 10,320 名」から

「定員 1,336名、延定員 6,070名」に縮小）することとなり、その関係で、延申込者数こそ 10,464
名となっていたが、研修の実参加者数、延参加者数が大きく減少（前年度の「実参加者数 2,289名、

延参加者数 10,353名」から「実参加者数 1,269名、延参加者数 5,486名」に減少）した。

なお、延参加者数 5,486名における公立・私立別の合計、割合は、公立 1,039名（18.9％）、私立

4,447名（81.1％）であった。

また、延参加者数 5,486名における所管別の延参加者数（公立・私立別の合計）及びその全体での

割合は、神奈川県が「2,592名（公立 674名、私立 1,918名）」（47.3％）、横浜市が「2,080名（公立

52名、私立 2,028名）」（37.9％）、川崎市が「243名（公立 41名、私立 202名）」（4.4％）、相模原

市が 268 名（公立 178 名、90 名）」（4.9％）、横須賀市が 303 名（公立 94 名、私立 209 名）」

（5.5％）であった。
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３．財務の概要

(1)決算の概要

①貸借対照表関係

ア）貸借対照表の状況と経年比較

イ）財務比率の経年比較
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②事業活動収支計算書関係

ア）事業活動収支計算書の状況と経年比較

イ）財務比率の経年比較
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③資金収支計算書関係

ア）資金収支計算書の状況と経年比較
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イ）活動区分資金収支計算書の状況と経年比較

ウ）財務比率の状況と経年比較

(2)その他

①資産運用の状況

・該当なし

②学校債の状況

・該当なし

③寄付金の状況

・特定寄付金 130,000 円・一般寄付金 363,000 円・現物寄付(図書)78,820 円

④補助金の状況

・国庫補助金 4,546,800 円・地方公共団体補助金 34,584,182 円・県市特別補助金 11,928,000 円

⑤収益事業の状況

・補助活動収入 6,819,150 円・認定資格講習料収入 600,000 円・公開講座等収入 140,000 円
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(3)経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策

本学園の 2026 年度の経常収支は、全体（短期大学部門と幼稚園部門）で 3 億 200 万円の支出超過

となる見通し。部門別には、短大が学生数の更なる減少で 3 億 900 万円の支出超過、幼稚園は横浜市

の施設型給付園移行による給付費収入が教育活動収入全体を押し上げ 700 万円の収入超過となる

見込み。

本学園が文部科学省に提出した経営改善計画（2024 年 9 月 6 日の評議員会と理事会で決定、計画

期間 2024～2028 年度）について、同省より 2025 年 7 月 1 日を提出期限とし、短期大学の学生募集

停止を踏まえた内容に修正することを求める通知があり、具体的に示された指導事項の実施を盛り込

んだ計画に修正し提出した。文科省の主な指導事項は、「短大廃止後の収支が法人全体として均衡

するよう財務計画を立てること」、「必要な運用資産を確保する観点から、固定資産（グラウンド）の

売却を適切に行うこと」など。

修正した経営改善計画では財務上の数値目標を、短期大学の学生募集停止期間中である計画 3 年目

の 2026 年度に法人全体で経常収支の支出超過額を 3 億 1,200 万円としており、ほぼ計画通り推移

している。短大を廃止し幼稚園単独となる最終年度の 2028 年度も短大教職員の退職金支出等があり

同収支差額は 2 億 9,000 万円の支出超過、2029 年度に支出超過額を 3,600 万円に縮小し、2030 年度

に収支を均衡させることを目標としている。

また、経営改善計画に明記することが定められている最低限必要な財務上の数値は「2025 年度に

グラウンド（3,872 ㎡）を売却することで、同年度末の期末運用資産を最低限 15 億円確保すること

が学校廃止まで短期大学の運営を維持する上で必要」としたが、同数値についても十分に確保できる

見込み。2025 年度決算では、特別収支でグラウンド売却に伴う資産売却差額 29 億 8,394 万円を収入

として計上した。

文科省からは前述の経営改善計画の進捗状況に関する学校法人運営調査の結果についての通知

（2026 年 3 月 23 日）があり、これまでの集中経営指導法人（2024 年 3 月 11 日に指定、経営が悪化

しており直ちに適切な経営改善が必要）から経営指導法人に移行し、「経営改善状況を確認する必要

がある」との判断が示された。同省は 2027 年度末までに短期大学の全在学生を卒業させることを目

標とし、既に策定している対応策の着実な実施と 8月 3 日を期限とする実績報告書の提出を求めてい

る。こうした文科省の指導に基づき、2026 年度も引き続き全ての短大在学生を卒業させるための取

り組みを進めるとともに、施設型給付園に移行した幼稚園については、園児確保対策の継続強化を図

りながら経常収支を収入超過の状態で推移させ、財務改善の軌道に乗せていく。
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４．学校法人の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）整備及び運用状況の概要

(1)関係する決議の概要

2025年12月17日の理事会で、理事の職務執行が法令・寄附行為に適合すること及び業務の適正を確

保するための体制（内部統制システム）の整備に関し、当法人の基本方針を決議した。

(2)体制整備及び運用状況の概要

1.経営に関する管理体制

・理事会は、法令・寄附行為に従い、必要な事項については評議員会の意見を聴いたうえで、

業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。

・寄附行為に基づき、理事会及び評議員会の役割、権限及び体制を明確にし、適切な理事会及び

評議員会の運営を行う。

・寄附行為及び理事会決定に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の

適切かつ迅速な推進を図る。

・理事会、評議員会等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、寄附

行為及び「文書取扱規程」に基づき、適切に作成、保存及び管理する。

2.危機管理に関する体制

・「危機管理規程」（2025年12月17日施行）を整備し、危機対応方法等を明確にした上、理事長

を最高責任者とする危機管理体制を構築するものとする。

3.コンプライアンスに関する管理体制

・理事及び教職員の職務の執行が法令、寄附行為その他の規程等に適合することを確保するため

の体制を整備するため、「コンプライアンス規程」（2025年12月17日施行）を定める。

4.監査環境の整備（監事の監査業務の適正性を確保するための体制）

・監事は、監事監査規程（2025年12月17日施行）に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。

・監事は、理事会、評議員会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を

通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。

・監事は、理事会が決定する内部統制システム整備について、その決議及び決定内容の適正性に

ついて監査を行う。

・理事または教職員等は、当法人に著しい損害を与えるおそれのある事実または法令、寄附行為

その他の規程等に反する行為等を発見したときは、直ちに理事長、業務執行理事ならびに監事

に報告する。

・理事及び教職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれ

に応じる。

・理事長は、定期的に監事と会合を持つなどにより、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて

意見交換を図り、相互認識を深める。

・監事がその職務の執行について生ずる費用の前払い若しくは支出した費用の償還または負担

した債務の弁済を請求した場合には、速やかに相当額を支払う。


